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千
代
田
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
く

り
え
い
と
工
房
で
は
、
循
環
型
社

会
形
成
の
た
め
、
粗
大
ご
み
と
し

て
搬
入
さ
れ
た
自
転
車
や
家
具
を

修
理
再
生
し
、
展
示
及
び
提
供
を

行
っ
て
い
ま
す
。
置
賜
在
住
の
か

た
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
応
募
で

き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ

さ
い
。

▼
提
供
品　

自
転
車
10
台
、
家
具

類
５
点
（
１
回
開
催
あ
た
り
予
定

数
）

▼
応
募
方
法　

備
え
付
け
の
申
込

用
紙
に
よ
る

▼
時
間　

日
曜
・
祝
祭
日
を
除
く

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

▼
料
金　

無
料

■
第
１
回
（
４
・
５
月
期
）

・
展
示
期
間　

４
月
４
日
（
水
）

　
　
　
　
　

〜
５
月
５
日
（
土
）

・
公
開
抽
選　

５
月
８
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　

午
前
10
時

・
引
取
期
限　

５
月
19
日
（
土
）

■
第
２
回
（
６
・
７
月
期
）

・
展
示
期
間　

６
月
６
日
（
水
）

　
　
　
　
　

〜
７
月
７
日
（
土
）

・
公
開
抽
選　

７
月
10
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　

午
前
10
時

・
引
取
期
限　

７
月
21
日
（
土
）

■
第
３
回
（
８
・
９
月
期
）

・
展
示
期
間　

８
月
２
日
（
木
）

　
　
　
　
　

〜
９
月
１
日
（
土
）

・
公
開
抽
選　

９
月
４
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　

午
前
10
時

・
引
取
期
限　

９
月
15
日
（
土
）

■
第
４
回
（
10
・
11
・
12
月
期
）

・
展
示
期
間　

10
月
17
日
（
水
）

　
　
　
　
　

〜
12
月
１
日
（
土
）

・
公
開
抽
選　

12
月
４
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　

午
前
10
時

・
引
取
期
限　

12
月
15
日
（
土
）

※
１
回
の
展
示
で
１
世
帯
に
つ
き

　

自
転
車
・
家
具
そ
れ
ぞ
れ
１
つ

　

ま
で
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。

　

１
世
帯
で
複
数
申
し
込
み
が
あ

　

っ
た
場
合
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

※
１
点
に
複
数
申
し
込
み
が
あ
っ

　

た
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

※
応
募
す
る
際
は
身
分
証
明
書

（
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険
証
な

　

ど
）
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
当
選
さ
れ
た
場
合
、
次
回
以
降

　

年
度
内
の
応
募
は
で
き
ま
せ
ん
。

（
自
転
車
に
当
選
し
た
場
合
で
も

　

家
具
に
は
応
募
で
き
ま
す
。）

■
問
い
合
わ
せ　

千
代
田
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
施
設
第
２
係
（
☎
０

２
３
８

－

57

－

４
０
０
４
）

　置賜３市５町のごみ処理などの事務は、置賜広域行政事務組合（置広）が共同で
行っていますが、平成24年度から新たに「子育て支援事業」を行います。

子育て支援事業

▼支援内容 ０～２歳までのお子さんのいる家庭に、紙おむつ処理のためごみ袋を配布します。

▼対象世帯
置賜地域在住で０歳から２歳（H22. ４. ２以降生まれ）までのお子さんがいる家庭（申
請不要。）
※置賜地域外から転入された家庭も対象となります。

▼配布物 指定可燃ごみ袋（大）　※注）不燃ごみ袋及び資源袋に交換はできません。

▼配布枚数 お子さん一人あたり年間 30 枚（分割しての受け取りはできません。）

▼配布方法

７月以降に引換券を郵送します。
※新生児及び転入者は３カ月ごと集約してから郵送します。
※配布は各市町で行いますので、お手元に届かない場合は
　町民課くらし環境係（☎ 85－6131）にご連絡ください。

▼引換方法

引換券配布日より３カ月以内に子育て支援事業登録店で引き換えてください。
※有効期限がありますので早めの引き換えをお願いします。
※期限切れや紛失等による再配布は行いません。
※子育て支援事業登録店リストは引換券配布時の封筒に同封します。
　また、登録店はポスターなどにより分かりやすくします。

▼その他 詳しい内容は、置賜広域行政事務組合のホームページ
（http://www.okikou.or.jp/）にも掲載しています。

■問い合わせ　置賜広域行政事務組合総務課施設係（☎0238－23－3246）または
　　　　　　　町民課くらし環境係（☎85－6131）




